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　米国国務省は、2024 年 4月 5日より J1 交換訪問者プログラ

ムに新たなジャパン・スペシャリスト・プログラムというカテ

ゴリーを設けました。国際教育文化交流の促進を目的として制

定されたフルブライト・ヘイズ法の趣旨に従い、このプログラ

ムは、日米双方の教育専門家の相互知識交換を促進することを

目的としています。このプログラムを通じて、日本語と日本文

化の専門家が米国教育施設や機関の教育方法や手法を学ぶと同

時に、日本語の教育方法などをアメリカの専門家と共有するこ

とで、日本とアメリカ全土のコミュニティとの長期的な相互理

解と国際協力を育成することができます。

【活動内容】日本からの交換訪問者は、米国の地元コミュニティ

の非営利団体、米国政府機関、中学校、高校や大学など日本語

教育を提供する教育機関や同等の施設を訪問することで米国の

文化と社会への理解を深め、また、地元の専門家と日本語教育

に関する専門知識を共有することで米国地域社会の日本文化や

言語、日本の教育制度に関する理解を高めます。

【滞在期間】交換プログラムのスペシャリスト・カテゴリーはア

メリカでの滞在期間が１年期間に限定されていますが、日米間

の国際交流を促進するために、この一年間の制限は免除され、

ジャパン・スペシャリスト・プログラム参加者は最長で３６カ

月までアメリカに滞在することができます。最初は１年間の滞

在が許可され、その後２４か月延長することができます。

【参加条件】交換訪問者は、特定分野の専門家であり、アメリカ

の教育事情の観察、コンサルティング、或は自らの専門知識や

スキルを共有する目的で渡米することが条件となります。ただ

し、交換訪問者は、米国にて永久または長期雇用の職に就くこ

とはできません。交換訪問者は日本国民であり、日本外務省発

行のパスポートを所持していること、さらに十分な英語能力を

持ち、米国のスペシャリスト・カテゴリーのすべての資格基準

を満たしていることが条件となります。

【申請方法】交換訪問者の応募は、日本の政府機関から資金提供

を受け事前に選出されている者以外にも、教育機関および国家

登録日本語教師など民間から資金提供を受けている者も含まれ

ます。資金源に関係なく、すべての応募者は J1スポンサーに直

接申請します。J1 スポンサーは、各参加者の選考プロセスと応

募者の経歴がジャパン・スペシャリスト・カテゴリーの規制に

準拠していること、および各応募者がその分野の専門家である

ことを確認します。プログラム参加が承認されたら、応募者は、

スポンサーから米国の J-1 非移民資格を申請するために必要な

「DS-2019 交換訪問者（J-1）ステータスの在留資格証明書」の

発行を受けます。DS2019 受領後は、応募者の居住地或は所在

地の米国大使館か領事館に面接予約をとり、所定書類を提出し

て J1 非移民ビザを申請します。J1 非移民ビザが発行されたら、

パスポートとDS2019 を持参し、アメリカに入国することがで

きます。
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皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。

J-1 ジャパン・スペシャリスト・プログラム

大蔵昌枝弁護士 ジョージア州弁護士
　学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビザ申請を行うことが多いため、
法的問題に対してどこを見てよいかわからないといった問題が多くみられます。そのため、
自分でもビザの申請ができるように解説された本です。
　研究者は学生ビザ、研修ビザ、就労ビザなどで渡米されるので、主に F-1・OPT/CPT と
J-1 の申請方法や配偶者の就労について触れていますが、就労としてくる場合のH1B、L、E、
Oビザなども選択肢として簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の概要をご覧いただけます。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758108492/

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版


